様式第２号（第７条関係）

　　　　　　　　第　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

豊郷町長

豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付決定通知書

　　　年　　月　日付け申請のあった豊郷町防災士資格取得助成事業補助金について、豊郷町防災士資格取得助成事業補助金交付要綱第７条の規定により下記のとおり交付することに決定したので通知します。


記


１．補助金の交付決定額　　金　　　　　　　　　　　　　円

２．補助金の交付条件
[bookmark: _GoBack]　　（１）　　防災士の資格を取得したときは、補助金の交付決定を受けた年度内に特定非営利活動法人日本防災士機構による防災士認証登録を受けること。
　　（２）　　次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長の承認または指示を受けること。
　　　　　 ア　内容を変更するとき。
　　　　　 イ　中止するとき。
　　　　　 ウ　予定の期間内に完了しないとき、またはその遂行が困難になったとき。
　　（３）　　補助事業が完了したときは、速やかに豊郷町防災士資格取得助成事業補助金実績報告書(様式第６号)を提出すること。
　　（４）　　この補助金の交付決定後、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合、または、この要綱の規定に違反した場合は、補助金の全部または一部を取り消すことができる。
